
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
受
領 

答

弁

第

八

九

号 
   
 

内
閣
衆
質
二
一
七
第
八
九
号 

 
 
 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日 

内
閣
総
理
大
臣 

石

破

 

茂 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

衆

議

院

議

長 
額

賀

福

志

郎 

殿 

  

衆
議
院
議
員
島
田
洋
一
君
提
出
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題
の
「
可
視
化
」
の
意
味
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。 

 
 



 

 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
島
田
洋
一
君
提
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に
よ
る
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題
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の
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問
に
対
す
る
答
弁
書 

 

お
尋
ね
の
「
「
日
朝
合
同
調
査
」
を
行
う
た
め
、
平
壌
に
「
連
絡
事
務
所
」
を
設
け
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で

は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
令
和
七
年
二
月
十
七
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
石
破
内
閣
総
理

大
臣
が
「
可
視
化
」
と
い
う
文
言
を
用
い
て
答
弁
し
た
趣
旨
は
、
先
の
答
弁
書
（
令
和
七
年
三
月
十
一
日
内
閣
衆
質
二
一
七
第

七
一
号
）
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
北
朝
鮮
と
の
関
係
に
関
す
る
我
が
国
の
一
貫
し
た
方
針
は
、
日

朝
平
壌
宣
言
に
基
づ
き
拉
致
、
核
、
ミ
サ
イ
ル
と
い
っ
た
諸
懸
案
を
包
括
的
に
解
決
し
、
不
幸
な
過
去
を
清
算
し
て
、
日
朝
国

交
正
常
化
の
実
現
を
目
指
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
諸
懸
案
の
包
括
的
な
解
決
に
向
け
て
何
が
最
も
効
果
的
か

と
い
う
観
点
か
ら
、
北
朝
鮮
へ
の
対
応
に
つ
い
て
不
断
に
検
討
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。 


